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～誰もが居心地の良い歩きたくなるまちの実現に向けて～ 

 

 

ペダルをこぐたび、今日も誰かが笑顔になる。 

としまの街が、やさしくつながる場所に 

さあ！文化の薫る緑豊かな道を駆け抜けよう 

自転車が繋ぐ、人と人、街と未来へ 
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コラム：「ルール」と「マナー」について 

自転車を利用する際に・・・ 

似ているようで性質が違う「ルール」と「マナー」を簡潔に整理してみました。 

観点 ルール マナー 

定義 
社会や組織で定められた「守らなければ

ならない規則」 

相手や周囲を不快にさせないための「望ま

しい振る舞い」 

強制力 強い（法律・条例など） 弱い（社会的な期待や慣習に基づく） 

罰則の

有無 
事故防止・秩序維持・安全確保 

違反しても法的罰則はないが、信頼を失っ

たり「非常識」と見られる 

目的 秩序を保ち、安全や公平を確保する 相手への思いやりや円滑な人間関係を築く 

普遍性 社会全体や組織で統一される 
文化や場面によって変わる 

（例：食事マナーは国ごとに違う） 

以上の点から、自転車利用の際のルールとマナーを表してみました。 

観点 交通ルール マナー 

根拠 

道路交通法などの交通法規、自転車法な

どの自転車利用の際に関連する、法律・条

例に基づく 

社会的慣習や思いやりに基づく 

強制力 
強い 

（違反すると罰則・指導対象） 

弱い 

（法的罰則はないが、周囲の信頼を失う） 

目的 事故防止・秩序維持・安全確保 他者への配慮・快適な共存 

例 

・車道の左側通行（逆走禁止） 

・信号遵守 

・夜間のライト点灯 

・飲酒運転禁止 

・歩行者を最優先にすること 

・相手の動きを予測しやすくすること 

・道路を共有する意識を持つこと 

➡声かけ、譲り合い、暗い服を避ける、深夜

や早朝では静かな走行など 

【まとめ】 

★交通ルールは「守らなければならない決まり」で、違反すれば罰則や指導の対象です。 

★マナーは「守ることが望ましい作法」で、違反しても罰則はないが、事故やトラブルの原因になり

やすいことから、自転車利用の際には守るべきものです。 

 

【自転車を利用する際は・・・】 

★自転車は道路交通法における「車両」なので、交通ルールを守ることが大前提です。そのうえでマ

ナーを意識することで、歩行者や他の車両と安心して共存できる、という関係性です。だれもが安心

して移動できるよう、交通ルールを遵守し、特に歩行者等へのご配慮をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 交通安全啓発活動（ウイロード） 

 

交通安全啓発活動（南池袋） 
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区の関連計画等 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（１）「豊島区基本構想・同基本計画」 

（令和７年３月） 
URL：https://www.city.toshima.lg.jp/001/2503071304.html 

・基本構想は、豊島区が「こうありたい」という将来のまちの姿を描き、その基 

本となる考え方や方向性を示す最高指針です。これまでの基本構想の精神を引 

き継ぎながら、時代や区民ニーズの変化を的確に捉えつつ、将来の豊島区を取 

り巻く環境を見据えた、中長期的なまちづくりの羅針盤です。 

・ここに掲げる「理念」や「まちづくりの方向性」は、持続可能な都市として豊 

島区の新時代を切り拓き、未来につながり発展するための、区民や地域団体を 

はじめ、豊島区に関わるすべての主体にとっての共通の指針となるものです。 

 

 

１．区の関連計画等 
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（２）「豊島区都市づくりビジョン」 

（令和８年４月） 

URL：https://www.city.toshima.lg.jp/295/machizukuri/toshikekaku/toshikekaku/000719.html 

・都市づくりビジョンは、都市計画法第１８条の２に位置付けられた区市町村が 

定める「都市計画に関する基本的な方針」です。 

・「豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画」は、「都市づくりビジョン」 

を具体化する分野計画です。 

 

（３）「第１１次豊島区交通安全計画」 

（令和３年１１月） 

URL:https://www.city.toshima.lg.jp/335/2111080854.html 

・この計画は、交通安全対策基本法第２６条に基づき、第１１次東京都交通安全 

計画に準拠して策定するもので、豊島区における今後の交通安全施策の指針

となるものです。 

※令和８年度に「第１２次豊島区交通安全計画」策定予定 
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（４）「豊島区自転車走行環境計画」 

（平成３０年６月） 

URL:https://www.city.toshima.lg.jp/576/kuse/shisaku/shisaku/kekaku/022209/1807301330.html 

・区では、平成２８年度に「第二次豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計

画」を策定し、車道を中心とした自転車走行空間の整備、自転車等駐車場の整

備や、安全・安心を確保する適正な自転車利用の周知啓発等の取組を進めてい

ます。 

・本計画は、この自転車総合計画における自転車走行空間づくりと、整備された 

走行空間を適切に利用するための環境づくりを含めた、『自転車走行環境計画』

として策定するものです。 
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